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2019年 12月期第１四半期決算発表の延期及び調査委員会の設置に関するお知らせ 

 

 当社は、2019年５月 14日に予定しておりました 2019年 12月期第１四半期決算発表を延期すること

としましたので、下記のとおりお知らせします。 

株主・投資家の皆様をはじめ関係者の皆様にご迷惑とご心配をおかけしますことを、深くお詫び申し上

げます。 

 

記 

１．四半期決算発表延期の理由について 

 当社の連結子会社である U-SHIN (THAILAND) CO., LTD.（タイ ラヨーン県）に関し、2019年 12月期

第１四半期末の実地棚卸の際の社内調査により、2012年 11月期以降において棚卸資産が過大となり売

上原価が過小となっている可能性があることが判明いたしました（金額精査中ですが、現在のところ累

計額約 10億円と推定されます）。今後の第三者を含む調査委員会による調査、会計監査人による追加的

監査手続等に一定の時間を要するため、2019年 12月期第１四半期決算短信の開示を延期いたします。 

 

２．調査委員会の設置について 

 社外有識者を主要メンバーとする調査委員会を、2019年４月 26日に設置することといたしました。 

（1）調査委員会の構成 

   委員長 森本 大介（弁護士 西村あさひ法律事務所） 

   委 員 河江 健史（公認会計士） 

   委 員 宮森 信英（当社社外取締役監査等委員、公認会計士・税理士） 

 

（2）調査の目的 

   ・本件に関する事実関係（類似事象の存否を含む）の調査 

   ・本件による連結財務諸表、個別財務諸表への影響額の確定 

   ・本件が生じた要因の究明と再発防止策の提言 

 

３．今後の見通し 

 調査等の結果につきましては、調査委員会の報告書を６月上旬に受領する予定であり、当該報告書を

受領次第お知らせします。なお、2019年 12月期第１四半期決算短信の開示は、６月中旬を予定してお

ります。同四半期報告書の提出についても対応を検討しており、対応が決定した場合は速やかにお知ら

せします。また、６月開催予定としておりました臨時株主総会は、７月に延期する予定です。なお、臨

時株主総会の内容については、2019年４月 23日付開示資料「臨時株主総会招集のための基準日設定に

関するお知らせ」をご参照ください。 
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